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はじめに

一昨年 (2001年) ９月11日に発生した同時多

発テロは､ 米国の安全保障観を根底から揺さぶ

る歴史的な事件となった｡ ブッシュ大統領は､

テロを ｢新たな形の戦争｣ と呼び､ 米国は､ 10

月７日､ テロ実行グループとされるイスラム過

激派組織 ｢アル・カーイダ｣ と､ これを庇護し

アフガニスタンを実効支配するタリバン政権に

対する軍事攻撃に踏み切った｡ アフガニスタン

での軍事作戦は､ 2001年11月頃にはタリバン政

権を崩壊に追い込む形となり､ 一定の成果をあ

げたとみられている｡

その後､ ブッシュ政権は､ アフガニスタンで

の作戦が一段落したのを受け､ ｢対テロ戦争の

第二幕｣ として､ イラク攻撃問題の本格的な検

討に着手する｡ 昨年 (2002年) 11月からは､ イ

ラクに対する大量破壊兵器査察をめぐって国連

での激しい論議が続いていたが､ 本年 (2003年)

３月20日､ 大量破壊兵器の開発・保有とテロ組

織への支援に関わる疑惑が解消されないことを

理由に､ 米国はイラクへの軍事攻撃を開始した｡

イラクの大量破壊兵器問題は､ 湾岸戦争終結以

降も､ 米国の安全保障にとり懸念事項であり続

けていたが､ 同時多発テロは､ イラク攻撃に

｢テロとの戦い｣ という新たな名目を与える結

果をもたらしたのである｡

このように､ 米国は､ 大規模に海外のテロ組

織および ｢テロ支援国家｣ に対する軍事作戦を

進めているが､ その一方､ わが国では未だ広い

関心を集めるに至っていないものの､ 米本土に

おける安全の確保も､ 極めて重視されているテー

マである｡ 同時多発テロ発生以降､ 米国では､

警察や消防を中心としてテロの未然防止や被害

の復旧､ 被災者に対する支援活動などが行われ

たが､ なかでも大きな役割を果たした組織が州

兵である｡

米国における州兵の歴史は長く､ 建国当初の

民兵制度にまでさかのぼることができるが､ 今

日までその役割は､ 主に海外での作戦における

補充戦力として位置づけられる一方､ 本土にお

いては､ もっぱら自然災害や暴動などの事態に

対して警察力を補助することにあるとされてき

た｡ このように､ 州兵は､ 軍と警察との中間的

な存在であり､ 本土への軍事攻撃というシナリ

オが非現実的だったことも手伝って､ 国家緊急

事態におけるその役割は､ いつしか忘れ去られ､

必ずしも明確には定義されていなかった｡

しかし､ 同時多発テロは､ 本来州兵が有して

いた ｢郷土防衛隊｣ としての性格を復活させる

とともに､ 大規模テロへの対処という新たな任

務と役割を与えることとなった｡ 同時多発テロ
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以降､ 州兵は､ 新たなテロに備え､ 本土一帯で

の防空作戦を強化した｡ また､ 空港や港湾､ 地

下鉄などの警備にも州兵が大量動員され､ 文字

どおり ｢National Guard｣ として､ 防衛活動

の最前線を担ったのである｡

本稿では､ 最初に米国の安全保障における州

兵の役割とその特徴を､ 歴史的・制度的な側面

から概観する｡ 続いて､ 州兵による同時多発テ

ロ以降の活動実態を紹介し､ 最後に安全保障に

おける州兵の役割をめぐる米国内の論議から､

その将来像を展望する｡

なお､ 本土における安全保障活動については､

｢本土防衛｣ (Homeland Defense) と ｢国土安全

保障｣ (Homeland Security)という二つの概念

がある｡ ラムズフェルド国防長官の議会証言に

よれば､ 前者が国防総省によって遂行される伝

統的な軍事防衛活動を指すのに対し､ 後者は､

それ以外の政府機関が主導的な役割を果たし､

国防総省はこれを補助する関係に立つ活動とさ

れ､ その具体例としては､ 自然災害への対処､

オリンピック等重要行事の警備､ 生物・化学兵

器の検出活動などがあげられている(１)｡

後述するように､ 同時多発テロを境に州兵が

展開した活動は､ 多岐にわたり､ 防空作戦のよ

うに前者のカテゴリーに属するものは､ その一

部に過ぎなかった｡ このような事情を踏まえ､

本稿では､ 州兵の活動を紹介するにあたって､

｢国土安全保障｣ という､ より広い概念を用い

ることとする｡ なお､ 法令や組織の名称のいく

つかは､ 筆者の仮訳である｡ また､ 関係者の肩

書きは､ 参照文献が発表された時点のものであ

る｡

Ⅰ 州兵とは何か ―歴史的・制度的側面

からみた特徴

州兵という組織は､ 建国から現在に至る歴史

的な過程で米国が培ってきた､ 国家防衛に対す

る独特の理念に根差したものであり､ 制度的な

面からみたその役割と任務にも固有の特徴が見

受けられる｡ 本稿の主題は､ 同時多発テロ以降､

州兵が行った活動の実態を紹介することにある

が､ 最初に ｢州兵とはどのような組織か｣ とい

う基本的な問題を整理しておく必要があろう｡

１ 州兵制度の歴史的な特徴

合衆国憲法 (1788年) は､ その第１条第８節

で ｢民兵｣ (Militia) の召集､ 編制､ 装備およ

び訓練などに関する連邦議会と各州の権限につ

いて規定している (第15項および第16項)｡ また､

1791年に成立した一連の憲法修正条項のうち､

第２修正条項は､ 国家安全保障に対して ｢規律

ある民兵｣ が果たす役割の重要性を定めている｡

その一方､ 州兵に関する連邦法上の基本的な定

義によれば､ ｢陸軍州兵 (州兵空軍) とは､ いく

つかの州と属領 (Territories) における組織化さ

れた民兵の一部を指す｣ ことになっている(２)｡

つまり､ 米国において､ 州兵は民兵組織を構成

する一単位なのである｡

� 米国における民兵制度の歩み

それでは､ ｢民兵｣ とはどのような組織なの

だろうか｡ 優に100万人を超える連邦軍を有し､

冷戦後の世界で ｢軍事一極支配｣ を取りざたさ

れる米国の現状と､ しばしばゲリラ戦などを想

起させる ｢民兵｣ という言葉が持つイメージと

は､ 一見いかにもそぐわないように感じられる｡

しかし､ 実際には建国当初から今日に至るまで､

民兵は､ 防衛体制の重要な一角を担い続けてき

た｡ これは､ 米国にあっては､ 常備軍を必要最

小限に維持することが独立以来の方針であり､

独立後も各州がそれぞれ独自の組織として維持

してきた民兵組織に大きく依存して軍事作戦を

遂行せざるを得なかったためである(３)｡

ここでは､ 主として､ 軍事専門家トレバー・

デュピュイ等が編集した International Mili-

tary and Defense Encyclopedia の記述に依

拠しながら､ 民兵制度の発展と州兵の沿革につ

いて紹介する｡

米国における民兵制度は､ 英国の植民統治を
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受けていた17世紀にさかのぼる｡ 1636年12月､

マサチューセッツ湾周辺地区において､ インディ

アンなど外敵からの安全を確保するため､ 入植

者たちによって自衛組織が設立された｡ これが

米国における民兵制度の始まりであるといわれ

ている｡ この年から1754年にかけて､ こうした

自衛組織は､ 米国東部におけるほとんどの入植

地に拡大した｡ しかし､ これらの組織は､ 基本

的に ｢市民によるパートタイムの軍隊｣ として

の限界を抱えており､ 個人あるいは入植地全体

に及ぼす経済的な負担などから､ 持続的な防衛

活動の実施は困難であった｡

このような問題点を克服するべく､ 各入植地

では､ 常時防衛活動にあたることができる志願

者を雇用し､ 自衛組織の補充戦力にあてるとい

う方策を進めた｡ 1774年には､ ボストンにおい

て､ 迅速に動員可能な ｢エリート民兵部隊｣

(いわゆるミニットマン : Minuteman) が設立さ

れるなど､ 民兵組織の軍事能力は､ 一定の向上

を見せるに至った｡ ただし､ この時期の民兵は､

未だ軍事組織としては発展途上段階にあり､ 依

然として錬度や動員力､ 組織力などの点で多く

の問題点を抱えていた｡

民兵が軍事組織として本格的に真価を問われ

る最初の機会となったのが､ 英国からの独立戦

争 (1775年～1783年) である｡ ８年にわたる戦

争の間､ 入植地から動員された民兵の数は､ お

よそ16万人にのぼったといわれる｡ バンカーヒ

ルやサラトガの戦いなど､ 主要な戦闘を戦いぬ

いたのは民兵であった｡ 独立達成後､ 米国は､

民兵の位置づけを憲法上明確にするとともに､

軍事集団としての組織化を進めるための法的基

盤として､ 1792年に ｢1792年民兵法｣ (Militia

Act of 1792)を制定した｡ この法律は､ その後

100年以上もの間､ 民兵制度を支える基本法と

して機能し続けることとなる｡

独立後も､ テキサス編入をめぐるメキシコと

の国境紛争や南北戦争､ 米西戦争など米国の内

外で戦争は続いた｡ 特に南北戦争 (1861年～1865

年) では､ 戦争の長期化と常備軍の兵力不足に

伴い､ 両軍とも民兵を大量に動員しなければな

らなかった｡ このように戦争の規模が拡大する

につれて､ 入植地の小規模な自衛組織として生

まれた民兵は､ 徐々に国家緊急時における常備

軍に対する補充戦力としての性格を強めていく

こととなる｡

� 民兵から州兵への発展

20世紀を迎えると､ 米国は､ 民兵組織の拡大

と戦闘能力の強化をさらに進めた｡ その結果､

民兵は､ 建国当初からの ｢市民による軍隊｣ と

しての基本理念を残していく一方で､ 新たな時

代に対応し得る組織への変革を求められるよう

になる｡ 大規模な補充戦力として米国の安全保

障に不可欠な地位を占めるに至ったこの組織を､

｢民兵｣ という言葉でひとくくりに表現するの

は､ もはや適切なこととは見なされなかった｡

1916年６月､ 議会は ｢1916年国防法｣ (The

National Defense Act of 1916) を成立させ､ 連

邦軍の補充兵力として ｢州兵｣ という概念を初

めて立法化した｡ この法律により､ 従来からの

民兵制度を受け継ぐ組織として､ 州兵が実質的

に誕生したのである｡ ｢1916年国防法｣ は､ 連

邦軍と同様の手法と基準にしたがって､ 州兵の

編制､ 訓練などを実施することを定めた｡ 今日

まで続く州兵制度の原型は､ このとき作り上げ

られたといってよい｡

州兵制度が発足したこの年､ 直接的な戦闘状

態には発展しなかったものの､ メキシコとの国

境紛争が再燃した｡ ウィルソン大統領は､ 州兵

の全面的な動員を命じ､ 最終的には11万人を超

える州兵が国境地帯での警戒任務に従事した｡

翌1917年に勃発した第一次世界大戦では､ 欧州

に派遣された米遠征軍のおよそ40パーセントを

州兵が占めた｡ 後に交戦相手のドイツ参謀本部

によって､ ｢最も優秀な米軍部隊｣ と賞された

８個部隊のうち､ 実に６個までが州兵であった

といわれている｡

大戦後､ このように州兵部隊が顕著な実績を

残したことを受け､ 米国は､ 1933年６月に
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｢｢1916年国防法｣ 改正法｣ を成立させた｡ 法改

正の目的は､ 連邦法上の州兵に関する規定をさ

らに明確化することと､ 州兵に対する連邦政府

の統制を強めることにあった｡ この法律によっ

て､ 名実ともに正式な形で州兵制度が発足する

一方､ 連邦政府は､ 大統領の命令により､ 各州

知事の許諾を得ることなく､ 州兵を連邦任務の

ため動員することが可能となった｡ ここに至っ

て､ 米国の安全保障に占める州兵の地位は､ ほ

ぼ確立されたといえる｡

その後も州兵は､ 米国の対外戦争で重要な役

割を果たし続けた｡ 第二次世界大戦の際には､

戦争に突入する前の1940年から州兵の動員が始

まっており､ 対日宣戦が布告される1941年12月

の段階で､ すでに30万人もの州兵が連邦任務に

就いていた｡ 最終的に州兵の動員は､ 戦闘師団

18個規模に達し､ 陸軍の兵力はほぼ倍増した｡

州兵は､ すべての戦域に派遣され､ 参加した主

要作戦は34回にのぼったといわれる｡

第二次世界大戦は､ より大規模で錬度・装備

とも優れた補充戦力の重要性という教訓を米国

にもたらした｡ 1947年９月､ ｢1947年国家安全

保障法｣ (National Security Act of 1947) が成

立し､ 国防総省が発足するなど､ 米国の国防組

織は大きく改編されたが､ このとき､ 陸軍の航

空部門から空軍が独立するのに合わせて､ ｢州

兵空軍｣ が創立された｡ これは､ 州兵組織の拡

充が新たな段階に達したことを意味するもので

あった｡

以降､ 州兵は ｢陸軍州兵｣ (Army National

Guard)と ｢州兵空軍｣ (Air National Guard)

という二つの組織を持ち､ 国内にあっては暴動

鎮圧や災害救助などに従事するとともに､ 海外

においては､ 国家安全保障上の緊急事態に際し

て迅速に行動できる ｢動員日の軍隊｣ (Mobili-

zation Day Force : M-Day Force) として数々

の作戦に参加してきた｡ このような ｢二重の地

位と任務｣ (Dual Status and Mission) は､ 州

兵が有する最も際立った特徴であるが､ そうし

た固有の性格には､ 地域社会に根差した民兵制

度を理念的に宿しつつ､ 国家緊急時に備える補

充戦力の中核へ発展してきた､ 州兵の歴史的歩

みが反映されている｡

２ 役割・任務と組織・編制

� 役割と任務

州兵の基本的な役割は､ 国内における治安維

持・緊急事態対処と､ 海外における軍事作戦へ

の参加という二本の柱から成る｡ ところで､ 先

にふれたように､ 合衆国憲法は､ 国家安全保障

の根幹として民兵制度を規定しており､ 連邦法

は､ 州兵を ｢組織化された民兵の一部｣ と定め

ている｡ ｢二重の地位と任務｣ という､ 州兵固

有の法的地位と組織原理は､ 最終的にはこのよ

うな､ 民兵としての地位から導かれているとい

えよう｡ そのほか､ 連邦法は､ 州兵を合衆国軍

隊が有する ｢予備戦力｣ (Reserve Force) と定

めている｡ したがって､ 連邦法上のこういった

規定も､ 州兵の組織と任務に関する根拠と考え

られる(４)｡

一方､ 州兵が果たす役割は､ 部隊に対する指

揮系統との関係で具体的に決定される｡ その理

由は､ 州兵に対する指揮権が状況によって異な

ることにある｡ 州兵は､ 平和時・地域的緊急事

態においては､ 各州知事の指揮に服し､ 治安維

持や緊急事態対処等､ 国内での活動に携わる｡

これに対し､ 戦争時・国家的緊急事態において､

州兵は大統領の命令により補充戦力として動員

され､ 連邦政府の指揮下で各種任務にあたる｡

ただし､ これらの原則には例外もあり､ 州兵

が動員される連邦任務のうち､ 国内緊急事態へ

の対処行動については､ 各州知事が指揮権を行

使する場合もある｡ この国内緊急事態における

｢指揮権の切り分け｣ という問題については､

同時多発テロ以降の州兵活動を紹介した第２章

で再び取り上げることとする｡

� 組織と指揮命令系統

ここでは､ 主に平時における州兵組織の概要

を､ 指揮命令系統の問題に焦点をあてながら紹
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介する｡ 州兵の組織的特色としてあげられるの

は､ 原則として､ 各州の知事 (State Governor)

が最終的な指揮権を持っていることである｡ 知

事の指揮権は､ 大統領から任命され､ 軍事問題

に関して知事の最高顧問を務める ｢上級幕僚｣

(Adjutant General) によって各州兵部隊に対

し行使される｡

したがって､ 大統領命令により連邦任務のた

め動員されている場合を除き､ 国防総省､ 各軍

は州兵に対して直接指揮権を持たない｡ 平時に

おいて国防総省と州兵組織は､ ｢指揮命令の連

鎖というよりは､ むしろ相互連絡の回路｣ と呼

ぶべき関係にある(５)｡ 国防総省が行うのは州

兵組織の行政的な管理である｡ 担当部署として､

国防総省に陸軍省と空軍省の合同機関である

｢州兵総局｣ (National Guard Bureau) が置か

れており､ 大統領によって任命された ｢州兵総

局長｣ (Chief, National Guard Bureau) がこれ

を統括する｡ 陸軍州兵と州兵空軍とを直接管理

する責任者は､ ｢陸軍州兵局長｣ (Director, Ar-

my National Guard)と ｢州兵空軍局長｣ (Direc-

tor, Air National Guard)であるが､ 両者は､

それぞれ陸軍長官と空軍長官によって任命され､

｢州兵総局長｣ に対して報告義務を負う｡ これ

らの組織は､ いわば州兵組織をめぐる軍と各州

との連絡窓口として機能している｡

このように､ 主として平時にではあるが､ 州

兵に対する指揮権が知事に委ねられている事実

は､ 民兵制度にさかのぼる ｢郷土防衛軍｣ 的な

性格が､ 未だ州兵組織に根づいていることを示

している｡ 州兵が持つ緊急事態への対処能力は､

地域社会との濃密な関係のなかで培われてきた｡

知事による指揮権という制度は､ このような米

国社会の歴史的・文化的特色を反映したものと

いえよう｡

� 編制と装備

�� 巨大補充戦力としての性格

これまでの記述から明らかなように､ 州兵に

は様々な顔がある｡ 地域社会と軍隊との接点と

いう特徴は､ そのひとつであろう｡ ただし､ 近

年においては､ 全体的な活動のなかで補充戦力

としての役割により比重が置かれてきたことは

否めない｡ その編制・装備は､ まさに巨大軍事

組織と呼ぶにふさわしい内容を備えており､ 海

外での作戦展開にあたって､ 州兵が持つ人員と

装備は､ 欠くことのできない要素となっている｡

州兵が本格的に補充戦力としての特質を備え

るに至った最初のきっかけは､ 国家総力戦へと

移行した第一次世界大戦であった｡ この戦争に

よって､ 連邦軍が持つ人的・物的限界を補強す

る手段として､ 補充戦力に対する依存度は飛躍

的に高まった｡ 第二の大きなきっかけとなった

のは､ ベトナム戦争である｡ 戦争が長期化・泥

沼化したことで､ 兵員に少なからぬ犠牲が生じ､

それを補充する上で州兵や予備役の相対的比重

が増した｡ 徴兵制を基盤とする､ 高い即応性を

備えながら､ 安上がりですむ兵員を多数失った

ことで､ 米国は､ 現役戦力を削減する必要に迫

られたが､ 全体的な戦闘力と即応性を損なわず

に削減を進めるためには､ 補充戦力への依存を

さらに高めなければならなかったのである(６)｡

ベトナム戦争を教訓として､ 米国は､ 連邦軍

と州兵・予備役とを一体的に運用する ｢総戦力｣

(Total Force) という概念を導入する｡ これは､ か

ねてから州兵など補充戦力の運用を律していた

｢連邦軍と同様の編制・装備・訓練｣ という原

則をさらに進め､ 連邦軍の活動を迅速に補充ま

たは代替し得る程度まで､ その戦闘能力・錬度・

即応性を格段に強化するというものである｡

｢総戦力｣ 政策は､ 1970年８月､ レアード国防

長官によって初めて提言されてから､ 補充戦力

に関する基本的考え方として､ 今日まで受け継

がれており､ 州兵が連邦軍に見劣りしないほど

の人員と装備を有しているのは､ このためであ

る｡

�� 州兵の規模・編制と主要装備

ここでは､ 州兵総局ホームページの掲載資料

"National Guard Fact Sheet : Army Nation-

al Guard/ Air National Guard" や､ 2000年
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度米国防報告､ 英国国際戦略研究所刊 『ミリタ

リー・バランス』 2003年版などの文献に依拠し

ながら､ 州兵の編制と装備を概観する｡

最初に人的規模をみていくと､ 国防報告によ

れば､ 2001会計年度における陸軍州兵と州兵空

軍の人員は､ それぞれ35万人と16万人に達して

おり､ 合わせて50万人を超える｡ 国防報告は､

これら50万人の州兵を補充戦力のなかで最も即

応性の高い ｢選抜予備｣ (Selected Reserve) と

して分類している｡ ｢選抜予備｣ に含まれるの

は､ 現役として常時勤務についている州兵であ

る｡ このほか､ 退役後緊急時の召集に備え定期

的な訓練を受けている州兵がいる｡ これらの州

兵は､ 補充戦力のなかでは ｢退役予備｣ (Re-

tired Reserve) として分類される｡ これら ｢退

役予備｣ の州兵については､ その都度現役に編

入する措置が実施される｡ ちなみに､ 平成15年

度におけるわが国自衛官の定員数は､ 約25万

5,000人である｡ 単純な比較はできないにして

も､ 州兵という組織の規模をうかがい知ること

ができよう(７)｡

次に編制であるが､ 陸軍州兵と州兵空軍いず

れも､ 連邦軍と同様の戦闘能力が発揮できるよ

うな実質を備えている｡ 陸軍州兵は､ 師団８個､

独立旅団15個､ 装甲騎兵連隊１個のほか､ 100

個を超す独立大隊を持ち､ その内訳は歩兵､ 砲

兵､ 防空兵､ 工兵など多岐にわたっている｡ 特

に独立旅団 (Separate Brigade) は､ 動員から

編成完結､ 訓練､ 展開開始という一連のプロセ

スを動員命令後90日以内に完了させることが可

能であり､ 高い即応性を維持している｡ 現時点

で部隊の任務別内訳は､ 戦闘任務が52パーセン

ト､ 戦闘支援任務が17パーセント､ 戦闘役務支

援任務が22パーセントとなっている｡ 残り９パー

セントは予備にあてられている｡

一方､ 州兵空軍は､ 戦略爆撃飛行隊2個､ 防

空専任飛行隊４個､ 戦闘攻撃飛行隊33個､ 輸送

飛行隊26個､ 給油飛行隊23個のほか､ 特殊作戦

飛行隊１個などを有し､ 飛行部隊の総計は100

個近くにのぼる｡ これらの部隊が空軍全体の任

務達成率に占める比率は､ 輸送・給油部門で特

に高く､ 戦術輸送活動で49パーセント､ 空中給

油活動では45パーセントと､ いずれも５割近く

に達している｡ また､ これ以外にも通信兵・工

兵など数百にわたる戦闘 (任務) 支援部隊があ

り､ 全体的な任務達成に占める比率はさらに高

い｡ なかには100パーセントを占めている活動

もある｡ なお､ 州兵空軍の最大の特徴は､ 本土

における防空活動のすべてを担っていることで

あるが､ この点については後に第２章でふれる｡

このような部隊編制の特色を反映して､ 州兵

には連邦軍並みの新鋭装備が与えられており､

ともに海外での本格的な軍事作戦に対応できる

水準に達している｡ 陸軍州兵は､ 主力戦車

M１､ 装甲歩兵戦闘車両M２､ 対戦車ミサイ

ル TOW､ 攻撃ヘリ UH60A､ AH64など世界

有数レベルの装備を有している｡ 州兵空軍の装

備も同様で､ 主力戦闘機 F15､ 戦闘攻撃機 F16､

攻撃機 A10のほか､ 戦略爆撃機 B１､ 戦略輸

送機 C５､ 空中給油機 KC135など豊富な機種

を保有している｡

３ これまでの主な活動

ここでは､ まず現在までの州兵活動を概観し､

続いて､ わが国でもよく知られている代表的な

二つの活動例を特に紹介する｡ 第二次大戦後初

の本格的紛争となった朝鮮戦争を皮切りに､ 湾

岸戦争､ そしてコソヴォ空爆に至るまで､ 州兵

は､ 常に米軍の作戦を支える補充戦力として動

員されてきた｡ 朝鮮戦争では18万人､ 湾岸戦争

では７万人を超える州兵が作戦活動に従事して

いる｡ ただし､ そのなかでベトナム戦争は､ 若

干性格を異にするケースといえよう｡ 戦争が長

期間にわたったにも関わらず､ 大規模な州兵の

動員は行われなかった｡ その理由は､ ジョンソ

ン大統領が､ ベトナム戦争は連邦軍のみで足り

る限定的紛争であり､ 州兵の動員に依存するこ

となく､ 徴兵範囲の拡大などで戦力需要に対処

できるとみていたことにある(８)｡ また､ 戦争

そのものに対する国民的支持が希薄であったた
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め､ 地域社会との密接な関わりを持つ州兵を戦

争に投入することに対して､ 政治的制約が生じ

たとも考えられる｡ 大半の州兵 (陸軍) は､ そ

の間､ 国内で反戦運動などにより生じた暴徒の

鎮圧や災害救助などにあたっていた(９)｡

ベトナム戦争後も､ 米国の関与する紛争は世

界各地で続いた｡ 特に冷戦終結以降､ 地域紛争

が頻発したため､ 平和維持活動や限定的な危機

対応などで､ 米軍が海外へ展開する度合いは高

まっている｡ 州兵など補充戦力の動員回数もこ

れに比例して増える傾向にあり､ 昨今は ｢過去

10年間のうち４回から５回動員された予備役兵

(州兵を含む) を見出すことは､ 決して珍しく

ない｡｣ と指摘されるような状況が生まれてい

る(10)｡

次に実際の活動例であるが､ ここでは海外活

動の例として湾岸危機・戦争における作戦､ 国

内活動の例としてロサンゼルス暴動における治

安維持を取り上げ､ それぞれのケースにおける

州兵の活動経過を紹介する(11)｡

� 湾岸危機・戦争

湾岸危機・戦争は､ 州兵の海外作戦展開とし

ては､ 朝鮮戦争に匹敵する大規模なものとなっ

た｡ ７万5,000人の州兵 (概数にして陸軍州兵６

万3,000人､ 州兵空軍１万2,000人) が連邦任務の

ため動員され､ そのうち４万3,000人ほどが実

際に湾岸地域へ配備された｡ これら湾岸地域に

展開した州兵のほとんどは､ 直接戦闘任務に従

事しない後方・支援要員であったが､ 作戦への

貢献は極めて高かった｡ 地上戦が始まる直前の

1990年12月､ パウエル統合参謀本部議長は､ 次

のような言葉を残している(12)｡

｢｢砂漠の盾｣ 作戦に参加した州兵と予備役兵

が収めた成功は､ いかに強調しても足らないく

らいのものである｡ 彼らの作戦参加は､ わが軍

が柔軟性とバランスを保つことを助け､ ｢総戦

力｣ 構想を強化するため過去10年間とられてき

た政策や決定を実施に移す上で､ 重要な要素と

して機能した｡｣

州兵に対する最初の動員命令は､ イラクのク

ウェート侵攻から20日後の1990年８月22日に下っ

た｡ このとき下された命令により､ 総計20万人

の州兵と予備役が､ 連邦任務のため90日間動員

されることとなった｡ 動員決定を受けて､ その

対象範囲を具体的に決定したのはチェイニー国

防長官である｡ チェイニー長官は､ 陸軍首脳と

の協議を経て､ 州兵については､ もっぱら戦闘

支援または戦闘役務支援部隊を動員対象とする

よう指示した｡ これは､ 予想される砂漠戦との

関係などで､ 州兵戦闘部隊の錬度と即応性に対

する懸念があったためと思われる｡

結局､ 陸軍州兵で連邦任務のため動員された

およそ400部隊のうち､ 湾岸地域には約290個の

部隊 (約３万8,000人) が配備されたが､ その多

くは､ 輸送､ 通信､ 医療など後方支援分野や､

警備活動などに携わる部隊であった｡ そのため､

戦闘部隊の占める割合は低く､ 砲兵部隊が８個､

歩兵部隊に至ってはゼロであった｡ これに関連

して､ 後々論議を呼んだのがいわゆる ｢ラウン

ドアウト｣ (Roundout Unit) の運用という問

題である｡

｢ラウンドアウト｣ は､ 連邦軍の補充用とし

て特定され､ 共通の装備を持ち､ 平時から共同

で訓練を行っている州兵の戦闘部隊である｡ 湾

岸危機・戦争では､ ３個の ｢ラウンドアウト｣

が動員命令を受けたが､ 実際はいずれも本土に

残ったまま訓練を続けていた｡ 展開前に即応性

を高めるための訓練が必要とされたためである

が､ 訓練期間は長期に及び､ ジョージア州に駐

留する第48歩兵旅団などは､ 地上戦が終結した

1991年２月28日になってようやく終了するとい

う有り様であった｡ しかし､ 湾岸に展開したほ

かの連邦軍部隊のなかには､ ｢ラウンドアウト｣

より装備や錬度で明らかに劣るケースもあった

といわれる｡

一方､ 州兵空軍で湾岸地域に配備されたのは､

およそ5,000人である｡ 任務の大半は､ 陸軍州

兵と同じく地上での各種支援活動にあてられて

いたが､ 給油・輸送分野では一定の飛行活動が
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行われ､ 爆撃など戦闘任務や偵察任務にあたる

例もあった｡

� ロサンゼルス暴動

1992年４月29日､ 黒人青年ロドニー・キング

氏に対する集団暴行で起訴された白人警官に無

罪評決が下ったことをきっかけとして､ ロサン

ゼルス一帯と周辺地区で暴動が発生した｡ これ

がいわゆるロサンゼルス暴動である｡ 当時の新

聞報道や州兵関係者の回顧によれば､ 州兵の活

動経過は次のとおりである｡

暴動が発生してから間もない時点で､ カリフォ

ルニア州知事は､ 陸軍州兵2,000人の動員を決

定した｡ 警察の初動対応に問題があったことか

ら､ 暴動の範囲が広がり､ 治安が急速に悪化し

ていたためである｡ 部隊は､ 知事の待機命令が

下されてから６時間以内に州南部の兵営に集結

を完了､ 翌４月30日午後には早くも展開を開始

した｡ これは､ 警察など治安当局の正式な出動

要請が下る前であった｡

５月１日､ ブッシュ大統領は､ ロサンゼルス

周辺が暴動状態に陥ったことを ｢布告第6427号｣

で宣言するとともに､ 州の治安回復のため行わ

れる連邦軍の使用について規定した合衆国法典

第10編第15章を根拠として､ 陸軍と海兵隊から

成る連邦軍4,500人の動員を決定した(13)｡ この

時点で､ 治安維持にあたる州兵は6,000人にま

で増強される一方､ 陸軍・海兵隊とともに連邦

政府の指揮下に置かれることとなった｡ 暴動発

生から数日の間は､ 一晩に30回もの発砲騒ぎが

伝えられたり､ 州兵に対する発砲事件も何度か

起きるなど､ 極めて危険な状況が続いていた｡

そのような状況の下､ 州兵は､ 充分な治安行動

用の装備を欠いた状態で活動を続けたといわれ

る｡ 最終的な動員規模は､ ベトナム戦争におけ

る7,000人を上回る約1万人に達した｡

ロサンゼルス暴動は､ 死者55人､ 負傷者およ

そ2,400人のほか､ １万人以上の逮捕者を出す

大惨事となった｡ 事態がほぼ沈静化したのは､

暴動発生後ほぼ10日間を経た５月９日である｡

この日､ 連邦軍は､ ロサンゼルス市内から撤退

した｡ 州兵の活動は､ その後も数日間続き､ 原

隊復帰が開始されたのは､ ５月13日であった｡

事件は､ 改めて米国社会における人種間対立の

根深さを露呈し､ 国民に少なからぬ衝撃を与え

たが､ 比較的短期間で治安が回復された大きな

要因のひとつは､ 州兵の果たした役割にあった

といえる｡

Ⅱ 同時多発テロの発生と州兵の活動

米海軍の準機関紙 『ネイビー・タイムス』 は､

同時多発テロ発生から数時間のうちに､ 一部の

州兵が､ 攻撃を受けた世界貿易センターの周辺

で被災者や消防隊への救援活動を始めていたこ

とを伝えている｡ テロ発生の前年ニューヨーク

州兵を除隊し､ ｢退役予備｣ 州兵である元陸軍

二等軍曹ジェームス・ブラウンも､ その一人で

あった｡ ブラウンは､ 事件当日の午前11時頃か

ら救援活動にあたる州兵､ 予備役兵などの仲間

を集め始めた｡ 最終的にその数は70人以上とな

り､ 最も被害の激しかった地域において､ 軍種

の別なく共同で救援活動にあたったという｡ こ

れらの州兵や予備役兵は､ 連邦政府や各州によ

る正式な動員措置を待つことなく､ ｢国土安全

保障｣ のため迅速に行動を開始していた(14)｡

同時多発テロは､ 本土の安全を担う組織とし

て州兵の真価を問う､ 歴史上初めての機会を提

供した｡ 州兵総局の機関誌 『ナショナル・ガー

ド』 によれば､ 米国が緊急事態に突入した2001

年９月11日以降､ ｢テロとの戦い｣ のため動員

された州兵は､ 米本土と海外展開を合わせてお

よそ５万人にのぼった(15)｡ これは湾岸危機・

戦争における７万人という数字に匹敵する大規

模なものである｡ 活動形態も､ 州兵空軍による

防空活動を始め､ 空港や原発といった重要施設

の警備､ 被災者への医療支援､ 被災地周辺での

警察的な活動など多岐にわたり､ その範囲は米

本土全体に及んだ｡

その間､ 州兵の活動は概ね順調に進捗したが､
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州兵が携わるべき活動の範囲について連邦政府

と州政府の間で見解に食い違いが生じるなど､

いくつかの問題点も明らかになった｡ ここでは､

同時多発テロ以降行われた州兵の動員措置と主

な活動の概要を紹介する｡

１ 国家緊急事態宣言と州兵の動員

� 国家緊急事態の宣言

同時多発テロ発生から３日を経た９月14日､

ブッシュ大統領は､ 犠牲者への追悼のためニュー

ヨークで開かれた ｢祈りと追悼の国民式典｣ に

おいて次のように述べている(16)｡ ｢我々は､ 見

えない虚偽に満ちた (敵から)(大量) 殺人とい

う戦争を仕掛けられたのである｡｣ これは､ ブッ

シュ政権が同時多発テロをまぎれもなく米国に

対する ｢戦争｣ と見なしていることを示す政治

宣言であった｡

事件直後から米国では､ ｢真珠湾攻撃以来初

めての米本土に対する武力攻撃｣､ あるいは

｢カミカゼ攻撃の再来｣ といった言葉が語られ

るようになった｡ これに対してわが国では､ 主

権国家の軍隊である旧日本軍とテロリストグルー

プを同列視していると受け取られかねない米マ

スコミの報道や､ テロを ｢戦争｣ と呼ぶブッシュ

政権の姿勢に対する異論も少なくなかった｡

とはいえ､ 建国以来本土に対して ｢組織的な

武力攻撃｣ が加えられる事態が米国で極めて稀

であったことは､ 歴史的な事実である｡ 真珠湾

攻撃を別にすれば､ ｢1812年戦争｣ (第二次独立

戦争) においてイギリス軍が首都ワシントンに

侵攻した事例をあげることができるくらいであ

ろう｡ 東西冷戦期の旧ソ連を始め､ 過去米国が

軍事脅威としてきた国々のいずれも､ 実質的に

は直接米本土に侵攻する意図も無ければその能

力も無かった｡ 国土の東西は､ それぞれ大洋に

面し､ 南北をメキシコ､ カナダという､ 自国に

対して脅威とはなり得ない友好国にはさまれて

いるという地勢的条件は､ 米国を長らく ｢今そ

こにある脅威｣ から解放し続けてきたのである｡

このような歴史的・地勢的特色に照らすと､ 米

国が素朴な国民感情のレベルで同時多発テロを

｢初めて身近に迫った戦争の脅威｣ として受け

止めたことには､ それなりの理由があったとい

うべきであろう｡

｢祈りと追悼の国民式典｣ が開かれた９月14

日､ ブッシュ大統領は､ ｢布告第7463号｣ を発

し､ ９月11日のテロ攻撃発生から米国が ｢国家

緊急事態｣ (National Emergency) に突入した

ことを宣言した(17)｡ わが国では､ ｢国家緊急事

態｣ というと､ 普通 ｢国の存立基盤を揺るがし

かねない事態｣ というような状況をイメージし

がちであるが､ 米国では､ 同時多発テロが起き

る前の ｢平時｣ からすでに多くの ｢国家緊急事

態｣ 宣言が発令されていた｡ もっとも､ それら

｢国家緊急事態｣ 宣言の多くは､ 特定国家に対

する経済制裁実施の前提を整えるために行われ

るなど､ もっぱら外交・通商面における政策的

配慮に沿って運用されており､ 本来的な意味の

｢国家緊急事態｣ とは､ 実態面で大きな隔たり

があった｡ しかし､ 同時多発テロは､ 米国の安

全保障に対する危機感を高め､ 今までの事例と

は異なる､ まさに ｢戦争による国家緊急事態｣

を呼び起こすこととなったのである｡

� 州兵の動員措置と指揮権

州兵の動員措置は､ 大きく分類すれば三つの

種類に分れる｡ 第一の形態は､ 動員の決定と指

揮権の行使がともに連邦政府によって行われる

場合である｡ 同時多発テロ以降実施された動員

措置のなかでは､ 大半をこの形態が占め､ 動員

規模も最大となった｡ ブッシュ大統領は､ ｢国

家緊急事態｣ 宣言とともに､ やはり９月14日に

｢大統領命令第13223号｣ を発し､ 州兵と予備役

兵 (沿岸警備隊を含む) などを24か月間を超え

ない期間にわたり､ 連邦任務のため動員するこ

とを決定した(18)｡ 根拠法は､ 補充戦力のなか

でも即応性の高い ｢即応予備｣ (Ready Reserve)

を ｢国家緊急事態｣ において連邦軍に編入す

ることを定めた合衆国法典第10編第12302条

(U.S.C.A 10§12302) である｡ なお､ 先に紹介
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した ｢選抜予備｣ は ｢即応予備｣ に含まれる｡

こういった動員措置に基づいて行われた州兵

の活動例としては､ 防空作戦､ アフガニスタン

での対テロ作戦参加のほか､ カナダ､ メキシコ

との国境地帯監視などがある｡ これらの活動は､

合衆国法典第10編にちなんで､ ｢｢タイトル10｣

の活動｣ といわれる｡

第二の形態は､ 指揮権を各州知事に委ねつつ､

州兵を特定の連邦任務にあてるため行われる動

員措置である｡ 同時多発テロ発生以降､ 最も懸

念された問題のひとつは､ 輸送機関の安全性確

保であった｡ 特に空港における警備態勢は､ 新

たなテロを防止する上で極めて重視されたが､

各航空会社や連邦航空局 (Federal Aviation

Agency : FAA) などの人員だけでは､ 対処に限

界があったため､ 支援要員として州兵が大量に

投入された｡

これら州兵の動員措置は､ 連邦政府の要請を

受ける形で各州知事によって実施され､ 動員さ

れた州兵に対する給与の支払などは､ 連邦政府

の責任で行われた｡ 法的根拠は､ 州兵による訓

練やその他の任務実施について定めた合衆国法

典第32編第502条 (U.S.C.A 32§502) である｡

これにちなんで､ 同条に基づいて連邦任務のた

め動員される州兵の法的な位置づけを ｢タイト

ル32に基づく地位｣ (Title 32 Status) と呼ぶ｡

ただし､ 同時多発テロ以降､ ｢タイトル32｣ に

基づいて実施された空港警備は､ 厳密にいえば､

命令による動員ではなく､ 知事の呼びかけに対

し自発的に応じた州兵によって行われた活動と

いえる｡

第三の形態は､ 各州の法令に基づいて､ 知事

の責任と権限により行われる動員措置である｡

この場合の州兵に対する指揮権は､ 当然知事が

行使し､ 任務の範囲はそれぞれの州にとどまる｡

ところで､ 知事の指揮下で州兵が出動する場合

の要件や権限は､ 州ごとにまちまちであるとい

われている(19)｡ 同時多発テロへの対処につい

ても､ 知事の判断や州法の規定によって､ 各州

で州兵の運用に若干の違いが生じた可能性もあ

るが､ 連邦軍に特定部隊を編入するときのよう

に特別な動員措置が州任務のためとられた形跡

はない｡

一方､ いくつかの州では､ 連邦政府と別個の

形で州兵の防衛活動が行われた｡ ペンシルヴェ

ニア州における原子力施設警備などは､ その一

例であるが､ 同州広報局は､ ニュースリリース

のなかで空港警備と同様､ 原子力施設警備にあ

たった州兵を ｢自発的な参加者｣ (volunteer)

と記述している｡ したがって､ これも､ 知事の

命令による動員措置というよりは､ 州兵の自発

的な参加に基づいて行われた活動とみるべきで

あろう(20)｡

米国のシンクタンクであるブルッキングス研

究所がまとめた報告によれば､ 同時多発テロ以

降 ｢国土安全保障｣ 活動 (海外活動を含む) に

携わった州兵のうち､ ｢タイトル10｣ によって

動員された人員は､ およそ２万8,000人､ ｢タイ

トル32｣ に基づいて空港警備などにあたった人

員は､ ほぼ6,200人である｡ このほか各州にお

いて個別の活動 (State duty) にあたった州兵

がおよそ1,400人いるが､ 言葉の明確な定義は

されていないものの､ これらの州兵は､ やはり

"volunteer" と表記されている(21)｡ 以上の文献

情報を踏まえると､ 知事の指揮下で行われた州

兵の活動は､ 概ね自発的参加に基づいて行われ

たものと思われる｡

� 州兵の活動範囲と権限

安全保障問題に関する米国の調査機関である

｢米国科学者連盟｣ (Federation of American

Scientists : FAS) は､ 動員された場合に州兵が

有する地位を活動範囲と権限から次の三つに分

類している(22)｡

① ｢純然たる州任務に基づく地位｣ (Pure state

status)

② ｢合衆国法典第32編に基づく地位｣ (Title

32 status)：｢州の指揮下で行う連邦任務｣

(state active duty)とも呼ぶ (｢タイトル32｣

に基づく任務)
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③ ｢合衆国法典第10編に基づく地位｣：｢連邦

政府の指揮下で行う連邦任務｣ (federal active

duty)とも呼ぶ (｢タイトル10｣ に基づく任務)

これらの分類は､ 順番こそ違うものの､ 概ね

さきに紹介した三つの動員形態と重なり合う｡

州兵の活動範囲と権限は､ ここであげた動員形

態によってそれぞれ異なるが､ その大きな背景

となっているのが posse comitatus(23) と呼ば

れる考え方である｡

合衆国法典第18編第1385条 (U.S.C.A 18§

1385) は､ 憲法やそのほかの法律によって明示

的に授権されていない限り､ 原則として連邦政

府が軍隊を法執行活動 (Law enforcement acti-

vity) に投入することを禁じている (いわゆる

"posse comitatus act")｡ 例外は､ 州の緊急事態

に対する連邦政府の援助として行われる連邦軍

の使用で､ 先に紹介したロサンゼルス暴動のケー

スはこれにあたる｡

一般に中央政府の干渉を嫌う伝統が強く､ 警

察・治安活動の多くが地方政府の権限にゆだね

られている米国では､ 建国以来長らく ｢連邦軍

の国内使用をタブー視する歴史的・法的文脈が

存在する｣ といわれる(24)｡ posse comitatusは､

軍隊を警察・治安活動の領域に関与することか

ら遠ざけようというもので､ 州兵の活動範囲と

権限を規定する際､ 重要な基準として考慮され

る｡ それでは､ 州兵の権限は､ posse comita-

tusとの関係で具体的にどのような形をとるの

であろうか｡

まず､ ①の ｢純然たる州任務｣ にあたってい

る州兵の場合､ 連邦軍に編入されているわけで

はなく､ 各州知事の指揮下で緊急事態に対処し

ているため､ 連邦政府による警察・治安目的で

の軍隊使用を禁じた posse comitatus は当然

適用されない｡ したがって､ あくまで警察や治

安機関に対する補助という形ではあるが､ 知事

の判断で多様な法執行活動にあたることが許さ

れることとなる｡

次に②の ｢タイトル32に基づく任務｣ のため

動員されている場合､ 先に紹介したとおり､ 職

務は連邦任務として遂行されるものの､ 指揮権

はあくまで知事が握っており､ やはり連邦軍部

隊に編入されるわけではないので､ posse com-

itatus は適用されない｡ ただし､ 特定任務の

ため動員される形になるので､ 活動範囲は､ そ

の分①より狭くなる｡ 実際､ 同時多発テロ発生

以降､ ｢タイトル32に基づく任務｣ として行わ

れた州兵の活動は､ そのほとんどが各州におけ

る空港警備に限られていた｡

これに対し､ posse comitatusによる影響を

最も強く受けるのは､ ③のケースである｡ 連邦

政府によって動員された州兵は､ 連邦軍に編入

され､ 各州知事の指揮権から離れる｡ そのため､

このような状態にある州兵の活動には posse

comitatusが直接適用され､ 法執行活動の範囲

は､ ほかのケースと比べて著しく限定されるこ

ととなる｡ 同時多発テロ発生以降､ ③の形で動

員された州兵は､ むろん国外での任務にもあて

られたが､ 一定数は国内で活動した｡ 南北国境

地帯での監視活動が代表的なものである｡ しか

し､ 監視にあたって銃器の携帯が許可されない

など､ その活動は､ 制約された状況の下で行わ

れた｡ これは､ posse comitatusが適用された

ことで､ 州兵の法執行権限に影響が生じたため

である｡

同時多発テロ以降､ 米国では ｢国土安全保障｣

に占める州兵の役割を強めるべきだという観点

から､ posse comitatusについてその解釈を改

め､ 連邦軍に編入された場合も含めて､ 州兵に

よる法執行活動を広げようとする動きが浮上し

ている｡ その一方､ 安易に州兵を連邦政府の指

揮下で国内の警察的な活動に投入するのは､ 海

外任務との ｢二重の地位｣ をうたった基本的な

役割の空洞化につながる､ との反論も根強く主

張されており､ 州兵の法執行活動をめぐる論議

は､ 当面続くと思われる｡ この問題については､

州兵の将来的な役割との関係から第３章で改め

て論じることとする｡

２ 州兵空軍による防空活動
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同時多発テロは､ 国内便をハイジャックした

上で民間施設や国防総省に向けて自爆するとい

う､ 破天荒な ｢奇襲攻撃｣ であったが､ 州兵空

軍の防空態勢は､ 即応性に欠け､ 迅速な対応と

は言い難い状態にあった｡ FAAと北米航空宇

宙防衛軍 (NORAD)､ 州兵空軍は､ 互いに連

携し､ ハイジャック機の突入を防ぐため戦闘機

の緊急発進 (スクランブル) を続けたものの､

初動段階での情報入手が遅れたことから､ 対処

は後手にまわり､ いずれも捕捉・強制着陸させ

ることができなかったのである｡

当然のことではあるが､ それは､ NORAD

の司令官であったエバーハート空軍大将が後に

語っているように､ 州兵空軍は､ 米国内を運航

している民間航空機を迎撃する任務を与えられ

ておらず､ また現実にそのような ｢脅威｣ を気

遣う必要もなかったためである(25)｡ ｢脅威｣ が

自らの内に潜んでいることなど､ 誰しも想定し

得ないことであった｡

冷戦期を通じて米国領空に対する脅威として

想定されていたのは､ 戦略核を搭載する旧ソ連

軍の航空戦力であった｡ しかし､ 冷戦終結とソ

連の崩壊後､ 米国の本土防空作戦は､ もっぱら

地域的脅威とされる国々からのミサイル攻撃に

対する防衛に重点が置かれるようになった｡ そ

の結果､ 米本土の防空活動にあたる戦闘機部隊

が駐留する基地は大幅に削減され､ テロが起こっ

た時点では､ わずか7個の水準に低下していた｡

米国内では､ 一時期その水準を維持することに

すら異論があったともいう(26)｡ 航空機が米国

の安全に脅威をもたらすという可能性は､ ほと

んど忘れ去られていたのである｡

航空機によるテロという未曾有の事態を受け

て､ 米国は､ 本格的な本土防空作戦に着手する｡

作戦は､ ｢高貴な鷲｣ 作戦 (オペレーション・ノー

ブル・イーグル：防空作戦のほか､ 本土における防

衛活動すべてを含む) と命名され､ 州兵空軍は､

ワシントン､ ニューヨークなど国内主要都市上

空の警戒飛行 (Combat Air Patrol : CAP) を

24時間体制で開始した｡ 作戦開始後､ 常時警戒

態勢をとる基地は､ 事件前の７個から26個にま

で拡大された(27)｡

警戒態勢が強化されたことで､ 飛行隊による

スクランブルの回数も飛躍的に増大した｡ エバー

ハート司令官の上院軍事委員会公聴会における

証言によれば､ 事件前には､ 月７回 (2000年の

場合) の頻度であったのに対し､ テロ発生後は､

１か月で41回に達した｡ また､ 通常なら月４な

いし６ソーティほど行われていた NORADの

防空作戦に対する支援飛行は､ マサチュ－セッ

ツ州オーティス基地に駐留する部隊を例にとれ

ば､ 月100ソーティを超えたという(28)｡ 作戦開

始から3か月経過した時点で､ 防空活動のため

に行われた飛行回数は､ 延べ１万ソーティにの

ぼった(29)｡

｢高貴な鷲｣ 作戦は､ このように防空活動の

範囲や頻度を急激に拡大しつつ進められたが､

作戦の実施要領に重大な変更が加えられたこと

も無視できない点である｡ テロ発生からほぼ２

週間が過ぎた９月27日､ ニューヨーク・タイム

スは､ ブッシュ大統領がエバーハートNORAD

司令官や､ 州兵空軍を統括する第１空軍のアー

ノルド司令官ら数人の空軍司令官に対し､ 米国

の都市に脅威を及ぼす民間航空機の撃墜権限を

与えたと報じた(30)｡ また､ 報道の翌日には､

FAAが飛行制限・禁止空域の設定を発表し､

空域に止まっている民間航空機には強制着陸が

指示されるとともに､ それに応じない場合は､

軍用機による ｢致命的な力の行使｣ (use of

deadly force) が加えられると警告した(31)｡

2002年１月５日には､ フロリダ州で小型機の

高層ビル激突事件が起き､ FAAと州兵空軍と

の連絡不備など､ 改めて不審な民間航空機に対

する初動対応の問題が指摘される一幕もあった

が､ ｢高貴な鷲｣ 作戦は､ 概ね順調に推移し､

新たな大規模航空テロの発生を抑止する成果を

もたらした｡ それを可能にした要因のひとつが､

民間機の撃墜すら想定するブッシュ政権の非情

なまでの姿勢を反映した作戦要領にあったこと

は確かであろう｡
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同時多発テロ発生以降､ 州兵は､ 様々な形で

｢国土安全保障｣ に貢献したが､ 防空活動は､

州兵が本来有していた ｢本土防衛｣ という役割

を復活させる呼び水になったといえる｡ なお､

現在も州兵による防空活動は続いており､ 報道

によれば､ 同時多発テロ以降､ 本年３月まで２

万9,000ソーティにわたる警戒飛行が実施され

ている(32)｡

３ ｢タイトル32｣ による動員措置と空港警備

防空活動とともに､ 州兵による防衛活動のな

かで中軸となったのが､ 各州の主要空港におけ

る警備活動である｡ 2001年９月27日､ ブッシュ

大統領は､ 民間航空の安全確保に関する指針を

発表したが､ そのなかには､ 全米420空港で４

か月から６か月の間警備活動を実施することと､

その際の人的支援として､ 各州知事に対し州兵

の動員を要請することが含まれていた(33)｡ こ

の大統領指針を受け､ FAAは､ 国防総省にお

よそ5,000人の州兵を空港警備につかせるため

の調整を行うよう働きかけた｡ このような前段

階を経て､ 各州知事による動員措置が本格化す

ることとなる｡ ただし､ 前述したとおり､ 実際

に出動した州兵の多くは､ 形式上は自らの意思

に基づいて活動に参加したと思われる｡

動員された州兵の大部分は､ 陸軍州兵であっ

た｡ 動員規模は､ 少なくとも FAAが ｢目標値｣

としてあげた5,000人以上には達したとみられ

る｡ 州兵総局のニュースリリースによれば､ 活

動がピークを迎えた2001年12月末の時点で､ 全

米の444空港におよそ9,000人の州兵が配置され

ていたという｡ 州兵は､ FAAや法執行機関に

よる事前の活動訓練を受けた後､ 全米各地で空

港施設の全体的な警備や､ 不審者の監視､ 手荷

物検査といったセキュリティチェックの支援な

どにあたった｡ その大きな役割は､ 空港施設内

で ｢目に見えるプレゼンス｣ を示すことによっ

て､ 新たなテロの発生を水際で防ぎ､ 安全を確

保することにあった｡

当初６か月以内と想定されていた警備活動は､

その後延長され８か月間にわたった｡ 多くの場

合､ 動員された州兵は､ 知事の指示により出身

州において活動にあたったと思われるが､ 職務

はあくまで連邦任務であったため､ 出身州以外

の地域に派遣されるケースもあった｡ 首都ワシ

ントンのロナルド・レーガン空港で警備活動に

ついていたヴァージニア州第29軽歩兵師団分遣

隊の州兵達は､ その一例であろう｡ 同師団から

出動した分遣隊の派遣先は､ このほかメリーラ

ンド､ マサチューセッツ､ ニュージャージー､

コネチカット各州にわたっており､ 場合によっ

ては広域的に部隊配置が行われたことを示して

いる｡

空港警備についた州兵は､ ｢タイトル32｣ を

根拠とする法的地位に基づいて活動を実施した｡

その活動は､ posse comitatusの適用対象外と

されたため､ 法執行権限に大きな制約を受ける

ことはなかった｡ ｢高貴なカラス｣ (Operation

Noble Raven) と命名された西海岸ワシントン

州の州兵による警備活動がその好例である｡ 活

動内容をＱ＆Ａ形式で一般向けに説明した資料

によれば､ 州兵は､ ワシントン州の法令にした

がって銃器を携帯し､ 必要とされる状況下では､

州法を根拠とし､ 州司法長官の許可を得た上で

｢致命的な力の行使｣ を行う権限 (use of deadly

force) が認められていた｡

｢タイトル32｣ に基づく州兵の活動をめぐっ

て問題となったのは､ 出動した州兵に対する給

与や特典などの扱いである｡ 先に紹介したとお

り､ 活動中の給与は連邦政府によって負担され､

給与水準も ｢タイトル10｣ によって連邦軍に編

入された場合と変わらない｡ ただし､ ｢タイト

ル10｣ に基づく活動とは異なり､ ｢タイトル32｣

の場合には､ 活動を終了した州兵に対して ｢退

役軍人｣ (veteran) としての地位は与えられな

い｡ また､ 住宅ローンや再就職面での優遇措置

も与えられないなど､ いくつかの点で処遇に格

差がある｡ これは､ ｢タイトル32｣ による動員

については､ 連邦軍に編入された州兵や予備役

に対する各種特典について規定した ｢陸軍兵お
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よび水兵民事救済法｣ (Soldiers and Sailors

Civil Relief Act: SSCRA) が適用されないため

である｡

全米州兵協会 (National Guard Association

of the United States : NGAUS)は､ このような

問題点を改善するべく､ 各州の州兵協会に対し

て必要な法制度の整備を図るよう働きかけた｡

その結果､ 多くの州では､ SSCRAに準じた特

典や優遇措置を ｢タイトル32｣ によって出動し

た州兵に対しても与えることとなった｡ ただし､

連邦法上の規定は改正されなかったので､ 基本

的な問題の所在は､ そのままの形で残された｡

その後､ NGAUS は､ 2002年３月21日に各州

で州兵組織の実質的な最高指揮者となっている

｢上級幕僚｣ のほか､ 大統領､ 議会関係者など

に対して書簡と付属文書を提出して､ SSCRA

の対象に ｢タイトル32｣ によって出動した州兵

を含めるよう要請し､ 処遇改善の促進を図って

いる(34)｡

｢タイトル32｣ に基づく空港警備活動は､ 同

時多発テロの記憶が未だくすぶり続けるなか､

最も懸念されていた ｢空の安全｣ を確保する上

で､ 防空活動と同様､ 大きな役割を果たした｡

活動が成果をあげた第一の要因は､ 州兵に対し

て警察・治安当局に準じる法執行権限が与えら

れたことにある｡ 本来は軍隊である州兵が､ 警

察活動を円滑かつ効果的に進める上で､ この点

は重要な前提用件であった｡ 第二の要因として

は､ 活動が知事の指揮権によって州主導で行わ

れた点があげられる｡ 州兵の活動は､ 各州にお

いて伝統的につちかわれてきた地域社会とのつ

ながりを背景として行われた｡ そのことは､ 住

民の安心感を高めるとともに､ 他方､ 警備態勢

の強化に対する不満を緩和する上でも無視でき

ない要素であったと考えられる｡

４ 国境警備と指揮権・法執行権限をめぐる論

議

国境警備も､ 同時多発テロ以降行われた州兵

による ｢国土安全保障｣ 活動の代表例である｡

国境警備は､ 出入国管理を担当する司法省移民

帰化局 (Immigration and Naturalization Serv-

ice : INS､ 現在は新設された国土安全保障省に編入)

を支援し､ 米本土へのテロリストの入国や大量

破壊兵器関連物資などの搬入を防ぐため､ カナ

ダ､ メキシコとの国境地帯で行われた｡ 新たな

テロの発生を水際で防ぐための活動という意味

で､ 空港警備の場合と目的は同じであった｡ し

かし､ 動員措置と指揮権の所在､ 法執行権限の

範囲などは異なっており､ これらの点が論議を

呼ぶこととなる｡

国境警備のため州兵動員措置が開始されたの

は､ 2002年２月22日である｡ このとき国防総省

は､ 連邦任務として国境警備につかせるため､

1,700人規模の州兵動員を発表した｡ 動員措置

は ｢タイトル10｣ に基づいて行われたため､ 出

動した州兵は､ 連邦軍の指揮下に編入されるこ

ととなった｡ 空港警備の場合と同様､ 事前に訓

練が行われたため､ 実際に活動が開始されたの

は､ ３月初頭のことである｡ 主に陸軍州兵から

成る､ およそ1,500人の州兵が６か月間国境警

備任務についた｡ 銃器の携帯を認めるべきだと

いう提言もあったが､ 活動期間を通して州兵が

銃器を携帯することはなかった｡ ワシントン州

の州兵 ｢上級幕僚｣ であるティモシー・ローエ

ンバーグ陸軍少将は､ その理由として､ 銃器を

携帯した警備活動が posse comitatus に抵触

するとみなされたことをあげている(35)｡

国境警備は､ テロ発生以降ほぼ半年が過ぎた

頃開始されたことになるが､ INSや財務省関

税局 (Customs Service :現在国土安全保障省に編

入) は､ すでに前年10月には､ 州兵による国境

警備を要請していた｡ しかし､ 州兵組織の関係

者と国防総省との間で､ 指揮権を州と連邦政府

のいずれが握るべきか､ 出動した州兵に銃器の

携帯を許可すべきかという問題をめぐって調整

がつかず､ 正式な動員開始が遅れたといわれて

いる｡ 結果的に国境警備にあたる州兵は､ 連邦

政府によって動員され､ その指揮を受けること

となったが､ 州兵組織の関係者は､ この決定に
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強く反発した｡ 州兵組織の実質的な統括者であ

る ｢上級幕僚｣ が加入する全米 ｢上級幕僚｣ 協

会 (Adjutants General Association of the Unit-

ed States) は､ 2002年２月25日に決議を採択し､

各州知事や大統領､ 議会に対して次のような見

解を発表した(36)｡

｢恒常的に州兵を ｢国土安全保障｣ 任務のた

め連邦軍に編入することは､ 州兵に対する知事

の指揮権を侵食し､ 州の緊急事態と､ 連邦軍を

支援するため行われる海外任務に備えた､ 州兵

の錬度と即応性を低下させることにつながる｡｣

一方､ 全米州知事協会 (National Governors

Association) も､ ｢タイトル10｣ による国境警

備のための州兵動員に反対して､ 2002年３月６

日､ 大統領に決定の再考を求める書簡を提出し

た｡ 反対理由としては､ やはり知事の指揮権・

部隊管理､ 州兵の錬度などに及ぼす悪影響があ

げられているほか､ ｢タイトル32｣ の場合と異

なり､ ｢タイトル10｣ による動員が posse comi-

tatusとの抵触を引き起こすことを指摘してい

る｡ なお､ この書簡は､ 関税局が前年10月初頭､

北部国境地帯警備のため ｢タイトル32｣ に基づ

いて州兵を動員するよう要請していたことにも

言及している(37)｡

このように､ 連邦政府の指揮に基づいて国境

警備のため州兵を使用することに対し､ 州兵組

織の関係者や各州知事は､ 激しく反発した｡ 州

兵の国境警備をめぐる論議は､ 警察・治安分野

への軍隊や中央政府の関与を嫌う伝統が､ 米国

では未だ根強く残っていることを改めて示した

といえる｡ 国防総省が国境警備に限って連邦政

府の指揮権にこだわった理由は､ 南北いずれの

場合も長大な国境線を監視するという作業が複

数の州にわたる ｢広域作戦｣ になる点を考慮し

たためであろう｡ しかし､ 州兵による警察的な

広域活動は､ 既に麻薬取締・捜査に対する支援

という形で､ しかも ｢タイトル32｣ に基づいて

行われてきた経緯がある｡ 全米州知事協会は､

この点を例証として､ 国境警備も ｢タイトル32｣

に基づいて行われるべきだと主張した｡

輸送インフラと国境の警備・監視は､ 人と物

の移動を最低限保障しつつ､ 新たなテロの危険

性を封じ込める困難な作戦の核心であった｡ 空

港警備と同じく､ 目に見える形で軍隊である州

兵が監視活動にあたったことは､ テロの再発を

防止する上で大きく寄与したと思われる｡ ただ

し､ 国境警備をめぐって明らかになった､ 指揮

権をめぐる国防総省と州兵組織や州政府とのあ

つれきは､ 今後再び同様の問題を引き起こすお

それがある｡ また､ posse comitatusが適用さ

れた結果､ 活動に一定の支障が生じた可能性も

あり､ 国内治安活動にあたる州兵にとって､

｢タイトル10｣ と ｢タイトル32｣ のどちらに基

づく法的地位が望ましいのかという本質的な問

題は､ 未解決のまま残されたといわざるを得な

い｡

５ そのほかの ｢国土安全保障｣ 活動

� 原子力施設の警備

州兵による ｢国土安全保障｣ 活動のなかで､

重要施設の警備は最も重視された分野であるが､

原子力施設も､ 新たなテロ攻撃による被害が及

ぼす影響の大きさから､ 空港や港湾など輸送イ

ンフラ・物流拠点とともに安全確保が急がれた｡

原子力施設警備にあたった州兵は､ 空港警備や

国境警備とは異なり､ 各州知事の判断で動員さ

れた｡ したがって､ 法的地位は ｢純然たる州任

務｣ を遂行するため与えられた形 (前記 "Pure

state status") になっており､ 法執行活動に際

して posse comitatus が適用されることはな

かった｡

同時多発テロ以降､ 連邦政府は､ FAAが施

設周辺の飛行制限措置を発表したほか､ 州兵空

軍による上空監視飛行を実施するなど､ 原子力

施設の安全性確保に意を注いだ｡ しかし､ 地上

における警備態勢は､ 十分ではなかった｡ その

ため､ 原子力規制委員会 (Nuclear Regulatory

Commission : NRC) は､ 施設を管理する原子力

会社に対して､ 警備態勢の強化を指示した｡ 各

州で原子力施設警備のため州兵動員が開始され
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たのは､ このような動きを受けたものである｡

実際に州兵を動員した州には､ フロリダ､ ペン

シルヴェニア､ ニューヨーク､ ニュージャージー､

マサチューセッツなどがある｡

フロリダ州の場合を例にとると､ 2001年10月

31日に原子力会社は､ ジェブ・ブッシュ知事に

対し､ 警察・治安当局による警備活動への州兵

の支援について要請した｡ 動員は迅速に行われ､

早くも翌11月1日には､ 州兵が二つの原子力施

設に派遣されている｡ 出動した州兵は､ 銃器を

携帯し､ 24時間体制で施設出入り口の安全チェッ

クや施設周辺での監視活動にあたった｡

ペンシルヴェニア州の場合も､ 動員措置が開

始されたのは､ フロリダと同時期の2001年11月

２日である｡ 活動期間は､ 当初数日間の予定で

あったが､ その後大幅に延長され､ 翌年の12月

末までほぼ１年間にわたって継続することとなっ

た｡ なお､ ペンシルヴェニア州のシュワイカー

知事は､ 空港警備と同様の給与・特典が受けら

れるよう､ 原子力施設警備につく州兵の動員も

｢タイトル32｣ に基づく形に変えることを連邦

政府に要請した｡ ただし､ 連邦政府は､ この要

請を受け入れなかったようである｡

� 連邦議会の警備

立法府である連邦議会が国家意思決定に果た

す役割の重要性は言うまでもない｡ 議会もまた

テロ攻撃の目標となる可能性が大いに懸念され

た｡ 本来連邦議会の警備活動は､ 議会警察

(Capitol Police) が担当している｡ 議会警察は､

議会建物や周辺の公園・路地などの警備､ 議員・

議会職員とその家族の護衛を全米で行うことを

任務とした組織である(38)｡ しかし､ 同時多発

テロ以降の国家的緊急事態において､ 議会警察

にかかる負担は､ 余りに大きかったため､ 連邦

議会は､ コロンビア特別区の州兵に対し支援を

要請した｡ なお､ 正確にいえばコロンビア特別

区は連邦議会の直轄地であり､ 州ではない｡

州兵の警備活動が始まったのは､ 2001年11月

16日である｡ 州兵は､ 議会周辺の10か所に配置

され､ 90日間にわたって交通整理や車両検査を

行った｡ ちなみに､ 州兵がこのように連邦議会

の警備にあたった例は､ これが最初ではない｡

1968年に黒人公民権運動の指導者キング牧師が

暗殺され､ ワシントンで暴動が発生した際､ 12

日間にわたって州兵の警備活動が行われた｡ ま

た､ 1930年代に第一次大戦の退役軍人が待遇改

善を求めて請願活動を行ったときも､ 議会警備

のため州兵が出動している(39)｡

� その他輸送インフラ等の警備

輸送インフラ・物流拠点は､ 新たなテロ攻撃

を呼び込む ｢ぜい弱な窓｣ としての性格を持っ

ていた｡ 空港以外にも､ 重要警備対象とされた

輸送インフラや物流拠点は少なくない｡ 最初に

あげられるのが港湾の警備である｡ 港湾警備は､

本来沿岸警備隊の担当であるが､ 州によっては､

知事の判断で州兵を出動させることもあった｡

先に紹介したフロリダ州がその実例である｡ 州

兵の動員が始まったのは､ 2001年11月上旬で､

活動期間は､ 翌年４月までほぼ５か月間続いた｡

州兵は､ M16ライフルで武装し､ マイアミ港な

ど主要港湾で船の乗客や荷物の検査､ 港湾周辺

と物資集積場の警備などにあたった｡ 動員規模

は､ 300人以上に達したといわれる｡

そのほか､ ニューヨークなど主要都市の地下

鉄や全米の高速道路､ サンフランシスコの金門

橋 (The Golden Gate Bridge) といった重要施

設でも､ 州兵による警備活動が行われた｡ これ

らの活動は､ 原子力施設や港湾の警備と同様､

各州知事の動員措置に基づいて行われたとみら

れる｡ 法執行権限の程度と範囲については不明

である｡

６ 州兵による ｢国土安全保障｣ 活動の総括

同時多発テロ以降行われた州兵の活動は､ 概

ね次の四種類に大別することができよう｡

①海外で行われた対テロ作戦への参加

②米本土における防空活動

③米本土における警察・治安活動
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④米本土における復旧支援・民生活動

これらは､ いずれも同時多発テロが起きる前

から州兵が行っていた活動である｡ 海外作戦へ

の参加実績については､ 既にみてきたとおりで

ある｡ 防空活動についても､ 冷戦期から空軍州

兵がもっぱらこれを担当してきた｡ 警察・治安

活動については､ ロサンゼルス暴動など多くの

参加例がある｡ 復旧・民生活動についても､ 大

洪水や寒波といった自然災害などで州兵が果た

している役割はよく知られている｡ したがって､

形式的にいえば､ 同時多発テロによって州兵の

性格が大幅に変わったわけではない｡ しかし､

実体的な面でいえば､ 州兵の任務と役割に一定

の変化が加わったことは確かであろう｡

先にふれたように､ 同時多発テロは､ その被

害と国民生活への波及効果の大きさから､ 米国

にとってこれまでにない緊急事態となった｡ そ

れまでも米国内でテロや暴動・災害などは起き

ていたし､ そのたびに州兵は治安維持や民生支

援のため活動を続けてきた｡ 今回の事態もあく

までテロ対処としてとらえれば､ 国内で行われ

た州兵活動の多くが､ 警察・治安機関への支援

であったことは当然といえる｡ 狭い意味での軍

事的活動として行われたのは､ 防空活動くらい

であった｡ 州兵の活動は､ 実態面をふまえれば､

非軍事的側面を多く含んだ ｢国土安全保障｣ 活

動と呼ぶのが正確であろう｡ 本稿の標題で ｢国

土安全保障｣ という言葉を用いた理由もそこに

ある｡

しかし､ ブッシュ政権が同時多発テロを ｢戦

争｣ と呼んだことは､ 外敵によって自国が武力

攻撃にさらされたという強烈なイメージを米国

民に与えた｡ 国民がテロを ｢戦争｣ と受け止め

たことで､ 州兵の活動は､ 実態としては警察的

なものでありながら､ 活動範囲の広域化なども

あって､ ｢米国本土の防衛｣ として位置づけら

れた｡ テロ対処と ｢戦争｣ がほとんど同義化し

てしまったため､ その意味合いが大きく変わっ

たのである｡ 同時多発テロは､ 従来のテロ対処

の枠を超えた新たな任務と役割を州兵に与えた

といえよう｡

州兵の防衛活動は､ 輸送インフラや重要施設

の警備に重点が置かれ､ 概ね順調に進捗した｡

州兵が本土の安全確保に寄与した点は､ 何より

もその組織的動員力にある｡ 空港警備や国境警

備にあたって､ 州兵の支援は必要不可欠であっ

た｡ また､ 地域社会との伝統的結びつきという

点からも､ 州兵の果たした役割は大きい｡ 警備

活動のため行われた州兵の展開は､ ｢目に見え

るプレゼンス｣ としてテロ再発への抑止力とな

るとともに､ 活動が全米規模で展開されること

によって､ 本来有していた ｢郷土防衛隊｣ とし

ての性格を復活させるという副産物をもたらし

た｡

近年､ 州兵の役割といえば､ 海外作戦の補充

戦力という側面に焦点が当てられる傾向が強かっ

た｡ 同時多発テロ以降の活動を通して､ 州兵は､

文字どおり ｢本土防衛｣ の最前線を担う ｢Na-

tional Guard｣ として評価されたといえるだ

ろう｡ しかし､ その一方で､ 動員措置､ 活動範

囲や権限のあり方をめぐる連邦政府と州の対立､

出動した州兵に対する処遇面の不均衡など様々

な問題も明らかになった｡ これらの問題は､ 基

本的には今も解決されないまま､ 州兵の将来像

をめぐる論議を呼びおこしている｡

Ⅲ ｢国土安全保障｣ と州兵の役割をめ

ぐる論議

米本土で大規模テロが発生する危険性や､ 近

い将来 ｢国土安全保障｣ が新たな安全保障問題

の焦点になるという認識は､ 同時多発テロによっ

て初めて生まれたものではない｡ クリントン政

権の頃から､ 安全保障関係者の間で､ この問題

は精力的に論議されてきた｡ ｢国土安全保障｣

を管轄する専門行政組織の新設を含め､ 論議は

多岐にわたったが､ なかでも代表的な提言とさ

れているのが､ ブッシュ政権発足から間もない

2001年１月31日に ｢21世紀国家安全保障委員会｣

(いわゆるハート・ラドマン委員会) が発表した
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『国家安全保障へのロードマップ・変化への指

令』 と題する報告書 (以下､ 『ハート・ラドマン

報告』) である｡ 『ハート・ラドマン報告』 は､

州兵の任務と役割について次のように提言して

いる(40)｡

｢国防長官は､ 大統領の指示により ｢国土安

全保障｣ を州兵の ｢一義的な任務｣ (a primary

mission) とするべきであり､ そのような任務

を遂行するべく､ 州兵は再編され､ 固有の訓練

を受け､ 適切な装備を提供されなければならな

い｡ ……州兵は､ 災害や特に大量破壊兵器

(がもたらす脅威) を含む緊急事態への備えと対

応を担う行政機関に対して支援を拡大できるよ

う､ 現在もっぱら海外での戦闘に備えて割り当

てている資源の再配分を行うべきである｡ ……

本委員会は､ その歴史的かつ憲法上の任務であ

る ｢国土安全保障｣ を遂行し得るよう､ 州兵が

再編されることを提言する｡｣

同時多発テロ発生前から､ 既に州兵と ｢国土

安全保障｣ をめぐる論議が進んでいたことをう

かがわせるものであるが､ 提言の焦点が第１章

でふれた州兵の ｢二重の地位と任務｣ という問

題に向けられていることがわかる｡ そして､ こ

の問題をめぐる論議は､ テロ発生以降､ さらに

具体的な形で展開されることとなるのである｡

１ ｢二重の地位と任務｣ をめぐる論議

先にふれたとおり､ 州兵には､ 国内緊急事態

への対処と海外軍事作戦への支援という､ ｢二

重の地位と任務｣ が与えられている｡ しかし､

同時多発テロ発生の前後から､ 州兵の将来像や

安全保障に果たす役割との関係で､ この ｢二重

の地位と役割｣ の見直しをめぐる論議が活発と

なっている｡ ここでは､ 米国における ｢国土安

全保障｣ 問題に関する代表的なシンクタンクと

して知られる ｢アンサー｣ (Answer) の機関誌

『ホームランド・セキュリティー・ジャーナル』 に

掲載された論文から､ 論議の概要を紹介する(41)｡

州兵と ｢国土安全保障｣ との関係をめぐる論

議は､ 大まかにいえば三つの立場に分けること

ができる｡ 第一の立場は､ 州兵に与えられる安

全保障上の役割を､ ほぼ現行のまま維持し､ そ

の範囲内で ｢国土安全保障｣ への関与を漸進的

に拡大していこうという見解をとる｡ これに対

し､ 第二の立場は､ ｢二重の地位と役割｣ につ

いては､ 基本的に維持するものの､ 比重を国内

での活動に置き､ 州兵を ｢国土安全保障｣ 活動

の主導的な組織へ変えていくことを主張する｡

第三の立場は､ 州兵に頼らず､ むしろ現状では

組織化されていない各州の ｢民兵｣ が潜在的に

有している能力を高く評価し､ これを強化する

ことを唱えている｡

まず､ 第一の立場からその見解をみていこう｡

フロリダ陸軍州兵参謀長マイケル・フレミング

大佐は､ 大要次のように述べる｡

＜｢国土安全保障｣ は､ 今後州兵にとって一

義的な任務であり続けるだろう｡ しかし､ この

分野における (各機関の) 最終的な任務と責任

は､ 未だ確定されていない｡ 州兵がこれまで国

内緊急事態への対処に貢献してきたのは､ その

ユニークな ｢二重の地位｣ によるものである｡

州兵は､ ｢国土安全保障｣ において主導的な役

割を求めるべきではない｡ 国内緊急事態におけ

る州兵の役割は､ 常にほかの行政機関に対する

支援であった｡ この基本的な構造を変えようと

することは､ 米国の文化と伝統をも大きく変え

てしまいかねない｡＞

フレミングの見解は､ 建国以来の歴史的伝統

として米国民の意識を支配している､ 軍隊によ

る警察活動への距離感という問題を多分に意識

したものである｡ 国内における事態は､ 基本的

に警察作用の領域に属する事柄であり､ 州兵の

役割は､ あくまで現状の ｢二重の地位｣ を踏ま

えた支援的なものに徹するべきだということで

あろう｡ ｢二重の地位｣ を基本的な前提とする

限り､ 補充戦力として海外作戦に参加すること

も､ 引き続き州兵の重要な任務とされることと

なる｡ このような見解は､ 全米州兵協会の会長

であるリチャード・アレキサンダー退役陸軍少

将なども唱えており､ 州兵組織や州政府関係者
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の多くが支持している立場とみられる(42)｡ ま

た､ トーマス・ホワイト陸軍長官もこういった

見解を支持している政府関係者のひとりで､

｢｢国土安全保障｣ は､ 州兵にとって一つの任務

ではあるが､ それだけの特定任務ではない｡｣

と述べている(43)｡

続いて第二の立場を主張した例として､ 退役

陸軍少将で戦略評価センター (Strategic Assess-

ment Center) の部長であるドナルド・エドワー

ズと､ 退役陸軍大佐で同センターの上級研究員

であるリチャード・ダンの共同論文をあげよう｡

彼らの主張は､ 概ね次のようなものである｡

＜現在補充戦力が与えられている役割は､ 連

邦軍だけでは遂行できない戦略目的を達するた

めに追加戦力を提供することにあるとされてい

る｡ このような考え方は､ 冷戦期には有効であっ

たが､ 脅威の内実と戦闘の方式が著しく変化し

てしまった今日､ 果たして意味を成していると

いえるだろうか｡ 現在我々が直面している脅威

に対処するためには､ 州兵が明確な形で ｢国土

安全保障｣ 任務を担当することが重要である｡

｢国土安全保障｣ は､ 戦闘任務であって､ 軍事

組織のみがこれを効果的に行うことができる｡＞

エドワーズらの見解は､ 今や米国にとっての

主要な脅威は本土に対する攻撃に移行したとい

う認識に立って､ 州兵の持っている人的・物的

資源の多くを海外任務から ｢国土安全保障｣ 活

動へと振り向けようというものである｡ あから

さまに ｢二重の地位と役割｣ に対して､ 根本的

な改変を加えることまでは主張していないが､

その利点については､ さほど言及していない｡

また､ ｢国土安全保障｣ にあたる諸組織のなか

で州兵が主導的役割を占めることを主張してい

る点も注目される｡

同様の主張をさらに強めている例としては､

米国の代表的シンクタンクとされるヘリテージ

財団が2002年１月に発表した 『米国本土の防衛』

と題する報告書がある｡ この報告書は､ ｢州兵

は､ 連邦軍に対する戦務支援等の任務から開放

され､ テロ攻撃から米本土を守るための活動に

従事すべきだ｡｣ と提言している(44)｡ また､ 同

じヘリテージ財団の政策アナリストであるジャッ

ク・スペンサーは､ ｢米本土は､ 今や戦場 (The-

ater of War) である｡ 州兵は､ その構成員に

とって地域社会が生活と労働の場であるという

理由から､ ｢国土安全保障｣ の主導的な軍事組

織として適している｡ 州兵は､ 本土に対する攻

撃の際､ 地域における初動対応機関 (first re-

sponder) を支援することのみならず､ 自ら初

動対応機関となることもできる｡｣ と述べ､ ｢国

土安全保障｣ に果たす州兵の役割を促進させる

よう訴えている(45)｡

このように､ ｢二重の地位と任務｣ をめぐる

双方の見解は､ 一見対比的なものとなっている

ようにみえるが､ 両者の見解には､ どの程度の

開きがあるのだろうか｡ この問題を考える際に

格好の材料となるのが､ 『ハート・ラドマン報

告』 の提言に対する解釈である｡ 同報告をめぐ

るフレミングとエドワーズらの主張は､ それぞ

れ次のとおりである｡ なお､ 便宜上それぞれの

立場を ｢現状維持派｣､ ｢現状見直し派｣ と呼ぶ

こととする｡

＜第一の立場・｢現状維持派｣＞

・報告は､ ｢国土安全保障｣ を州兵の ｢最優先

任務｣ とすることを提言したものではない｡

・報告をまとめたラドマン下院議員は､ ｢多分

に誤解されているが､ 報告の真意は､ 州兵の

任務と役割について現状を維持することにあっ

た｡｣ という趣旨の証言を行っている｡

＜第二の立場・｢現状見直し派｣＞

・確かに､ 報告は ｢国土安全保障｣ を州兵の特

別・最優先任務 (the primary mission) とす

ることまで提言したものではない｡

・しかし､ 海外任務への対応力を維持しつつ､

同時に州兵の持つ資源や人員を現在より ｢国

土安全保障｣ へと振り向けていくことは重要

である｡

ここで､ 両者の見解にある共通項が含まれて

いることに気づく｡ さきに紹介した 『ハート・

ラドマン報告』 で州兵についてふれたくだりを
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想起されたい｡ 報告の原文は､ "the primary

mission" ではなく､ "a primary mission" と

いう言葉を用いていた｡ この違いは､ 単なる言

葉の問題に止まらない重要性を含んでいる｡ つ

まり､ 同報告の提言は､ (今後州兵の任務として

｢国土安全保障｣ は重要なものとなるが､ それだけ

に特化するべきではない｡ 海外作戦に対する関与は

引き続き行われるべきだ｡) という趣旨のもので

あったと考えられる｡ ｢現状維持派｣ も ｢現状

見直し派｣ もこの点について共通した認識を抱

いていることは明らかである｡ その意味で両者

の論争は､ ｢二重の地位と任務｣ 自体への賛否

というよりも､ 見直しをどの程度進めていくか

という､ 現実的な視点からの政策的対立とみる

ことができるだろう｡ いずれが優勢な見解とな

るかは､ 今後の政治動向によると思われる｡

これらの見解に比べて第三の立場は､ ｢国土

安全保障｣ 活動を担う主体について ｢原理主義｣

的とさえ感じられる先鋭的な主張を展開してい

る｡ ここでは､ 退役陸軍大佐で国防分析研究所

(Institute for Defense Analysis) 研究員を務め

たジョン・ブリンカーホフの見解を取り上げる｡

ブリンカーホフは､ レーガン政権時代に連邦緊

急事態管理庁 (Federal Emergency Management

Agency : FEMA) で緊急事態に対する即応計画

や民間防衛計画の策定にあたった経歴を有する｡

ブリンカーホフの主張は､ 大要次のとおりであ

る｡

＜長らく連邦任務に使用されてきた結果､ 州

兵は､ 合衆国憲法が規定する本来の ｢民兵｣

(Militia) としての性格をすでに失った｡ 州兵

は､ もはや連邦軍と同様､ 余りに職業軍隊化さ

れた集団と化してしまっている｡ 州兵が有して

いる装備は､ 国内緊急事態では役に立たない高

額なもので､ 動員に際しても時間と経費がかか

る｡ ｢国土安全保障｣ については､ 州兵に依存

するよりも､ むしろ活動経費が安く､ もっぱら

知事の判断によって運用できる ｢民兵｣ を活用

すべきだ｡ 建国時の理念を体現する組織であり

ながら､ 現在実質的な形では存在しない ｢民兵｣

を ｢国土安全保障｣ のため復活させなければな

らない｡＞

むろん､ ブリンカーホフは､ 州兵による ｢国

土安全保障｣ 任務を全面的に否定はしていない｡

ブリンカーホフ主張の特徴は､ 安全保障戦略に

おける ｢国土安全保障｣ の重要性をエドワーズ

ら ｢現状見直し派｣ よりもさらに踏み込んだ形

で認識していることと､ ｢二重の地位と任務｣

に対して強い疑念を抱いていることであろう｡

ところで､ ブリンカーホフは､ こういった州兵

以外の地域防衛組織として "Militia" のほか､

"State Guards"､ "State Defense Forces" な

どの用語を用いているが､ これらはどのような

組織なのであろうか｡

先に紹介したように､ 二度にわたる世界大戦

の間､ 州兵は､ 巨大な補充戦力として海外作戦

のため動員された｡ 米本土に直接軍事攻撃が加

えられる可能性は希薄であったものの､ 各州で

は､ 不測の事態に備え､ 州兵とは別に志願制に

よる防衛組織を設置した｡ これが "State

Guards"､ または "State Defense Forces" な

どと呼ばれるものである｡ ｢民兵｣ の任務は､

敵国による浸透作戦への対応､ 法執行活動など

であった｡ しかし､ ｢民兵｣ は､ 州兵の本土帰

還と踵を接するようにその役割を失い､ 第二次

大戦後は､ 1980年代に一度復活に向けた動きが

あったのを例外として､ 多くの州で消滅してし

まった(46)｡

しかし､ いくつかの州､ 例えばジョージア､

ニューヨーク､ オハイオ､ テネシー､ テキサス､

ヴァージニアなどでは､ ｢民兵｣ は､ 今も州兵

に対する補助的組織として存続している｡ 同時

多発テロ以降､ ジョージア州やヴァージニア州

では600人から700人の ｢民兵｣ が支援活動のた

め動員されたという｡ 動員された ｢民兵｣ は､

生物化学兵器使用に対する警戒､ 米軍基地警備

など様々な分野で州兵の活動を支援した(47)｡

これら ｢民兵｣ は､ 各州の州兵本部､ 最終的に

は知事の指揮を受け､ 知事の判断にしたがい活

動した(48)｡
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｢民兵｣ と呼ばれる集団のなかには､ 州兵と

は異なり､ 緊急事態に対処する上で必要とされ

る動員力や専門的技能に欠ける､ 組織化されて

いない小規模な集団も多いと思われる｡ また､

ブリンカーホフ自身も指摘している点であるが､

｢民兵｣ が地域の緊急事態において主導的な役

割を占めることに対して､ 当然州兵組織からの

反発も予想される｡ 建国の理念に立ち返ること

を主張するブリンカーホフの主張は､ 同時多発

テロ以降 ｢本土防衛｣ への意識が高まるなか､

心情的なレベルで米国民の共感を集める可能性

がある｡ ただし､ 将来支配的な見解になるかど

うかは明らかでない｡

２ posse comitatusをめぐる論議

｢二重の地位と任務｣ という原則に関わる論

議と密接に連動するが､ posse comitatusも盛

んに論議されているテーマである｡ 同時多発テ

ロ以降､ この問題が現実の州兵活動に大きな影

響を与えてきたことは､ 既にみてきたとおりで

ある｡ このテーマをめぐる論議も､ 大まかにい

えば､ ｢現状維持派｣ と ｢現状見直し派｣ に分

れて展開されており､ その対立軸は､ 概ね ｢二

重の地位と任務｣ をめぐる論議のそれと符合し

ている｡ それぞれの主張を概観すれば､ 次のよ

うになる｡

＜｢現状維持派｣＞

｢二重の地位と任務｣ をめぐる論議の場合と

同様､ 州兵組織の関係者や州政府関係者の間で

支配的な見解である｡ 先に紹介したアレクサン

ダー全米州兵協会会長の主張は､ その代表的な

一例といえるだろう｡ 同会長は､ 議会公聴会の

証言で､ ｢posse comitatusを廃止したり､ 重

大な改変を加えようというあらゆる試みは､ 各

州知事および州政府関係者達から猛烈な反発を

受けるであろう｡ ……州兵と連邦政府とのつな

がりが最上の形で活かされるのは､ 州兵が ｢タ

イトル32｣ の下で posse comitatus と抵触す

ることなく活動ができる場合である｡｣ と述べ

ている｡ また､ 同会長は､ このように posse

comitatusと州兵活動との関係について現状維

持を主張する立場から､ 全米州兵協会として

｢タイトル32｣ の適用範囲を拡大することを議

会に要請している(49)｡

＜｢現状見直し派｣＞

同時多発テロ以降､ 政府関係者や議員のなか

から posse comitatus について見直しを主張

する動きが現れている｡ ひとつの例が､ ポール・

ウォルフォヴィッツ国防副長官の見解である｡

ウォルフォヴィッツ副長官は､ 2001年10月４日､

上院軍事委員会における公聴会で見直しを主張

するジョン・ワーナー共和党議員の質問に対し

て次のように答えている(50)｡ ｢議員の見解を強

く支持いたします｡ 国防総省は､ その組織的特

性ゆえに有する特別な能力により､ 国内におけ

るいかなるほかの組織よりも (｢国土安全保障｣

のため) 多くの事を遂行することが可能であり

ます｡｣

ウォルフォヴィッツ副長官の見解は､ 比較的

抑制された言葉で述べられているが､ 国防総省・

軍による警察活動への関与を拡大していこうと

いう意図が明瞭にうかがえる｡ このほかの例と

しては､ ｢posse comitatusはもはや時代遅れ

の概念だ｣ と指摘する民主党上院議員のマック

ス・クレランドによる次のような主張がある(51)｡

｢これ (同時多発テロ) は犯罪ではない｡ これは

戦争である｡ 国防総省は､ テロとの戦いにおい

て主導的な地位につくべきだ｡｣ 連邦軍に編入

された場合を除いて､ posse comitatusは､ 州

兵の活動に原則として影響を及ぼさないが､ こ

ういった見解は､ 今後の州兵活動に大きな影響

を与える可能性もある｡

３ 州兵と ｢国土安全保障｣ をめぐる論議の総

括

これまで述べてきたことの要約になるが､ 同

時多発テロをあくまで従来の観点から ｢犯罪｣

としてとらえる立場は､ 警察活動に軍や中央政

府が過度に介入することに対して警戒的であり､

｢国土安全保障｣ における州兵の役割を支援的
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なレベルに止めるよう主張する｡ したがって､

こういった見解をとる者は､ ｢二重の地位と任

務｣､ posse comitatusについては､ いずれも

現状維持を唱えている｡ これに対し､ 同時多発

テロは､ 犯罪の域を越えた ｢戦争｣ だと主張す

る立場は､ 州兵を含めた軍組織の警察活動・権

限を強化し､ ｢国土安全保障｣ において主導的

な役割を与えるべきだと訴える｡ こういった見

解をとる者にとって､ ｢二重の地位と任務｣､

posse comitatusは､ 当然今後見直しの対象と

なる｡

いささか図式的にいえば､ 以上のような整理

ができよう｡ むろん､ こういった論議の背景に

は､ 組織的利害も多分にからんでいると思われ

る｡ 海外任務を大幅に減らされる可能性に対す

る州兵組織の関係者による反発は､ その好例で

あろう｡ しかし､ 州兵と ｢国土安全保障｣ をめ

ぐる一連の論議を通して､ 憲法の理念や米国社

会の歴史的伝統､ そして連邦政府と州との関係

といった､ 本質的・理念的な問題が改めて問い

直されたことも事実である｡ それは､ 州兵の将

来的な役割が､ 米国にとって軍事領域に止まら

ない､ 政治的・社会的広がりをもった課題とし

て提示されたということを意味するものであろ

う｡

おわりに

2002年６月６日､ ブッシュ政権は､ 米本土の

安全確保を担う新たな行政機関となる ｢国土安

全保障省｣ (Department of Homeland Security)

の創設を発表した｡ すでに同時多発テロの発生

からほぼ１か月後の2001年10月８日､ ｢国土安

全保障局｣ (Office of Homeland Security)がホ

ワイトハウスに設置されていたが､ 人員や体制

の面で多分に過渡的な性格は否めなかった｡ 国

土安全保障省は､ 連邦政府機関で法執行活動に

あたる部署の多くを吸収し､ テロ対策などを統

括する巨大組織として､ 本年 (2003年) １月24

日に発足した｡ それでは､ ｢国土安全保障｣ 活

動を実施する上で､ 同省と州兵との関係はどの

ようになっているのであろうか｡

結果的にいえば､ 州兵が同省の指揮命令系統

に組み入れられることを主張する声は大勢とは

ならず､ 組織上はこれまでの形を維持すること

となった(52)｡ これは､ 州兵の活動を ｢国土安

全保障｣ に特化せず､ ｢二重の地位と任務｣ を

当面維持する決定が下されたことを意味するも

のであろう｡ その一方で､ 州兵と同省との活動

範囲や権限をめぐる調整がどのように行われる

のか､ 明確な判断は示されなかった｡

このほかにも､ 米軍の組織再編や軍事戦略の

動向などによって､ 州兵をめぐる環境は大きく

動いている｡ 2002年５月17日には､ 米軍組織再

編を目指した ｢統一軍団計画｣ (Unified Com-

mand Plan : UCP) の一環として､ ｢本土防衛｣

を担当する統合軍団である ｢北方軍団｣ (North-

ern Command) の創設が発表された｡ 北方軍

団は､ 防空作戦も統括することになっており､

当然州兵の活動にも影響が及ぶと予想される｡

このほか､ ラムズフェルド国防長官が推進して

いる､ いわゆる ｢米軍トランスフォーメーショ

ン計画｣ も､ 州兵の活動に今後大きな影響を与

える可能性がある｡ ｢トランスフォーメーショ

ン計画｣ は､ 冷戦期の重厚長大型国防組織を抜

本的に改め､ 米軍をより効率的で機動性をもっ

た部隊へ変えていこうとするものだといわれて

いる｡ そのなかで焦点のひとつとして浮上して

いるのが､ 州兵など補充戦力の見直し問題であ

る｡

現在､ 国防総省は､ ｢予備戦力の包括的見直

し｣ (The Reserve Component Comprehensive

Review)と呼ばれる作業を進めている｡ 研究作

業の主な目的は､ 従来補充戦力が果たしている

機能の多くを連邦軍に移すことで､ 州兵など補

充戦力の任務を ｢国土安全保障｣ などに重点配

分するとともに､ それらの動員にかかる手間を

省くことで､ 連邦軍の海外作戦に対する即応性

を向上させることにあるといわれている(53)｡

研究の背景にあるのが､ 米軍の機動性を重視す
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る ｢トランスフォーメーション計画｣ にあるの

は言うまでもあるまい｡

むろん､ この ｢見直し｣ 作業に対しては､ 州

兵組織の関係者などから､ 州兵には連邦軍に適

さない特定任務があること､ 任務の多様性にこ

そ補充戦力の存在意義があること､ 補充戦力へ

の依存低下は､ 部隊運用の上でかえってコスト

高につながることなど､ 様々な理由から反発す

る声が強くあがっている(54)｡ ｢見直し｣ 作業の

方向性は､ 先に紹介した ｢現状見直し｣ 派の主

張と重なり合うところが多いように思われるが､

いずれにしても ｢見直し｣ 作業の結果は､ 州兵

の将来的な役割を見通す上で重要な目安となる

であろう｡

州兵の ｢国土安全保障｣ 活動は､ 今も続いて

いる｡ 大量破壊兵器開発・テロ支援を理由とし

て､ 米国はイラク攻撃に踏み切ったが､ 直前の

本年３月17日､ 米本土では､ 国土安全保障省の

トム・リッジ長官によって､ 国内の安全を確保

する ｢もうひとつの戦い｣ として ｢自由の盾｣

作戦 (オペレーション・リバティ・シールド) が

発動された｡ 作戦は､ ｢高貴な鷲｣ 作戦同様､

重要施設の警備などを中心として進められた｡

先にふれたとおり､ 国土安全保障省と州兵の間

に指揮命令関係はないので､ リッジ長官は､ 各

州知事に対して施設警備のため州兵を動員する

よう ｢要請｣ を行った｡ 各州では､ この要請に

応じて一定規模の州兵を ｢州任務のため｣ とい

う名目で動員したものとみられる(55)｡

同時多発テロを契機として､ ｢国土安全保障｣

に占める州兵の役割は拡大し続けてきた｡ その

背景には､ テロを ｢戦争｣ と呼んだブッシュ政

権の姿勢と､ それを受け入れ､ 軍事組織による

警察活動への一定の関与を望んだ米国民の意識

があったと考えられる｡ ｢(近年米国では) 法執

行の準軍事化と軍の法執行関与進展という両方

向からの接近という状況が一つの傾向となりつ

つある｣(56) との指摘があるが､ 同時多発テロ以

降､ 米国では､ まさにそのような状況が劇的な

形で現出したといえよう｡

しかし､ 州兵の役割をめぐる論議の経過が必

ずしも単線的なものでなかったことは､ 既にみ

てきたとおりである｡ ｢二重の地位と任務｣ や

posse comitatusなどをめぐる論議は､ 未だ決

着していない｡ 州兵にとって ｢国土安全保障｣

は ｢重要任務のひとつ｣ (a primary mission)

に止まるのか､ それとも ｢固有の特別な重要任

務｣ (the primary mission)となるのかという問

題は､ 今後の米国における治安情勢の推移や軍

事戦略見直しの方向性､ 国民意識の動向など､

複合的な要因によって左右されると思われる｡

同時多発テロ以降行われた州兵の活動は､ 緊

急時における軍隊の警察活動とその意義､ 連邦

政府と州との関係､ 安全保障戦略における補充

戦力の位置づけなど､ 様々な課題を提示した｡

本稿では､ 米国における国内安全の確保を､ 州

兵という軍事組織の役割という観点からみてき

たが､ わが国の場合､ 州兵のような巨大補充戦

力は存在せず､ 中央と地方の関係も米国とは異

なる｡ しかし､ 有事法制論議との関係で､ 緊急

時における警察と自衛隊の任務分担や､ 地方公

共団体の役割について国民の関心は高まりつつ

ある｡ わが国としても､ 米国の ｢国土安全保障｣

と州兵をめぐる動向については､ 今後さらに注

視していく必要があるだろう｡

注� U.S. Senate Committee on Appropriations

Press Release May 7, 2002, "Hearing on

Homeland Defense/Supplement Request : Testi-

mony of Defense Secretary Rumsfeld" <http:
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